
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

令和３年１２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和３年２月１０日 １３時０８分ごろ 

発生場所 島根県松江
ま つ え

市大根
だいこん

島北方沖（中海） 

境港
さかいこう

去ルガ鼻灯台から真方位２３７°１.５海里付近 

（概位 北緯３５°３１.０′ 東経１３３°１０.２′） 

事故の概要 漁船新生
しんせい

丸は、漁具を回収中、転覆した。 

新生丸は、船長が溺死し、船外機の濡れ損等を生じた。 

事故調査の経過 令和３年６月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 新生丸、０.２トン 

ＳＮ３－２１０６２（漁船登録番号）、個人所有 

４.０１ｍ（Lr）×１.２７ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 ７３歳 

二級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２４年８月１日 

免許証交付日 平成２９年１月１７日 

（令和４年７月３１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機の濡損等 

 気象・海象 

 

気象： 

本船が転覆した状態で発見された場所の南南西方約１２㎞に位置す

る松江地方気象台における風向及び風速の観測値は、次のとおりであ

った。 
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時刻 

(時:分) 

平均 最大瞬間 

天気 
視程 

(km) 風向 
風速

(m/s) 
風向 

風速

(m/s) 

11:30 西 4.4 西南西 7.3   

12:00 西 7.5 西 11.9 晴れ 19.3 

12:30 西 8.0 西 12.0   

13:00 西 8.4 西南西 12.0 晴れ 20.0 

13:30 西 9.1 西 13.6   

海象：波高 １.５ｍ以上、潮汐 上げ潮の中央期、水温 約７℃

（測定時刻１５時００分～１７時３０分ごろ、第八管区海上保

安本部提供） 

 松江市には、本事故後、強風注意報が１３時４７分から１８時０４

分まで発令された。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、いいだこ
．．．．

漁（以下「本件いいだこ
．．．．

漁」という。）を行う目的で、令和３年２月１０日１１時２０分以前

に、松江市二子
ふ た ご

の係留場所を出港した。 

僚船で漁を手伝っていた船長の知人（以下「本件知人」という。）

は、漁から帰航中、１１時２０分ごろ大根島北方沖で本船の約３００

ｍ南方を通過した際、船尾部で下を向いて作業をしている船長を認

め、風が強くなり始めて漁を続けていたので不安を感じたが、まだ波

が低かったので転覆などの事態にはならないだろうと思った。 

海上保安庁は、１３時０８分ごろ船長の別の知人（以下「本件通報

者」という。）から、船長が転覆した本船につかまっているとの連絡

を受け、航空機による捜索を行い、１６時２５分ごろ大根島北方沖で

海面に出ていた本船の船首部を発見した。 

本船は、船尾の船外機付近が海底に埋没し、船首が水面から直立し

た状態で沈没しており、たも網の中に漁獲物８匹が確認された。（写

真１参照） 
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写真１ 本船（事故現場から移動後、第八管区海上保安本部提供） 

 

船長は、海上保安庁及び漁業協同組合等による捜索の結果、１１日

０９時３９分ごろ海上保安庁の潜水士により本船付近の海底で発見さ

れ、搬送された病院で死亡が確認され、溺水吸引による窒息死と検案

された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本件いいだこ
．．．．

漁は、通常、ほとんどの漁船が単独で行っており、大

型の貝殻の中にいいだこ
．．．．

が入る習性を利用した貝殻漁と同様のもの

で、貝殻の代わりにセメント製の半球状の造形物２個（約１kg）を紐

でつないで揚収時に開口面が重なるように一組としたものを、幹縄に

約５０～２００組付け、海底に設置していた。 

本件いいだこ
．．．．

漁は、単独での揚収の際には、当該船長が船尾部に座

り、船外機を断続的に運転して船を移動しながら、漁具を船内に揚

げ、漁獲物をたも網に入れるなどの作業が一般的な方法で、漁具を全

て回収するのに２～３時間を要していた。 

また、本船と同程度の大きさの船が、全ての漁具を船尾部に回収し

た場合、重心が船尾に偏り、船尾部の乾舷の高さが約３０cm まで低

下することがあった。 

船長は、事故当日午前中に知人と用事を済ませ、１１時１０分頃帰

宅し、妻に何も言わず、また、出漁前に必ず訪ねる知人宅にも寄らず

に出港していた。 

船長は、通常の出漁時は固型式の救命胴衣を着用していたが、発見

時、軽装で救命胴衣及び雨着を着用しておらず、また、防水パックに

入った携帯電話を首に掛けていた。なお、船長の雨着は、本事故当日

に本船付近で発見されたが、救命胴衣は発見されなかった。 

船長の親族は、船長が、本事故当時、本船が転覆後、船尾から沈ん
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で船首のみが水面に出た状態になってその場に留まることが困難にな

り、動きやすいように雨着と救命胴衣を脱ぎ、泳ごうとしたのではな

いかと、本事故後に思った。 

船長は、健康状態は良好であった。 

本船は、錨が海底に沈下した状態で発見された。 

本事故発生場所付近は、水深が約４ｍで浅く、強風により白波が発

生しやすかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

本船は、大根島北方沖において、約１２.０m/s の西風が吹き、波

高約１.５ｍ以上の波のある状況下、船長が漁場に設置した本件いい
．．

だこ
．．

漁の漁具を回収中、転覆し、船尾から海底に沈んだものと考えら

れる。 

本船は、船長が、船尾部に座って作業をしているところを本件知人

に確認されてから約１時間５０分後に本件通報者に救助要請の通報を

行ったこと、並びに発見された際にたも網に漁獲物が確認されたこと

から、多くの漁具を船尾部に回収し、船尾に重心が偏った状態で、波

浪が関係して転覆した可能性が考えられるが、目撃者がおらず、それ

らの状況を明らかにすることができなかった。 

船長の死因は、溺水吸引による窒息であった。 

船長は、本船が転覆した後、本船につかまった状態で本件通報者に

連絡をし、その後、本船が船尾から沈んで船首のみが水面に出た状態

になってその場に留まることが困難になり、救命胴衣と雨着を脱いで

本船から離れた後、溺死した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、大根島北方沖において、約１２.０m/s の西風

が吹き、波高約１.５ｍ以上の波のある状況下、船長が漁場に設置し

た本件いいだこ
．．．．

漁の漁具を回収中、転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乾舷の小さい小型漁船の船長は、天候の悪化が予想される時には

出漁しないこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県 

島根県 

広島県 

岡山県 

松江市 

境港市 

島根県 

鳥取県 

事故発生場所 
（令和３年２月１０日 
１３時０８分ごろ発生） 


